
 四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。 
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四日市市規則第３６号 

   四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規

則の一部を改正する規則 

 四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規則

（平成２３年四日市市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  

１ この規則は、公布の日から施行し、

平成２２年度以後の年度分の保険料で

あって、平成２３年３月１１日以後に

普通徴収の納期限又は特別徴収対象年

金給付の支払日が設定されているもの

から適用する。 

この規則は、公布の日から施行し、平

成２２年度以後の年度分の保険料であっ

て、平成２３年３月１１日以後に普通徴

収の納期限又は特別徴収対象年金給付の

支払日が設定されているものから適用す

る。 

 （令和６年度における減免の対象者の

特例） 

 

２ 第２条の規定にかかわらず、平成２

６年までに区域指定が解除された旧緊

急時避難準備区域及び旧避難指示解除

準備区域の世帯並びに平成２６年まで

に特定避難勧奨地点の指定が解除され

た世帯に属していた者は、令和６年度

において四日市市国民健康保険条例第

２２条第１号に規定する災害等により

生活が著しく困難となった者としな

い。 

 



 （令和７年度における減免の対象者の

特例） 

 

３ 第２条の規定にかかわらず、前項に

規定する者及び平成２７年中に区域指

定が解除された旧避難指示解除準備区

域の世帯に属していた者は、令和７年

度において四日市市国民健康保険条例

第２２条第１号に規定する災害等によ

り生活が著しく困難となった者としな

い。 

 

 （令和８年度における減免の対象者の

特例） 

 

４ 第２条の規定にかかわらず、前２項

に規定する者並びに平成２８年中に区

域指定が解除された旧避難指示解除準

備区域及び旧居住制限区域の世帯に属

していた者は、令和８年度において四

日市市国民健康保険条例第２２条第１

号に規定する災害等により生活が著し

く困難となった者としない。 

 

 （令和９年度における減免の対象者の

特例） 

 

５ 第２条の規定にかかわらず、前３項

に規定する者並びに平成２９年中に区

域指定が解除された旧避難指示解除準

備区域及び旧居住制限区域の世帯に属

していた者は、令和９年度において四

日市市国民健康保険条例第２２条第１

号に規定する災害等により生活が著し

く困難となった者としない。 

 

 （減免の対象外となる者の前年度分の

保険料の減免額の特例） 

 



６ 第２項から前項までの規定により四

日市市国民健康保険条例第２２条第１

号に規定する災害等により生活が著し

く困難となった者としないこととする

者（以下「見直し対象者」という。）の、

当該規定の適用により初めて見直し対

象者となる年度の前年度分の国民健康

保険料の減免額については、第３条中

「１０分の１０」とあるのは、「１０分

の５」とする。 

 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（健康福祉部保険年金課） 


